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衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
（
Ｄ
Ｖ
）
問
題
に
つ
い
て
の
外
務
省
の
認
識
に
関
す
る
質
問
に
対

す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
三
十
一
号
）
第
一
条
第
一
項
に

お
い
て
、
「
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
」
と
は
、
配
偶
者
か
ら
の
身
体
に
対
す
る
暴
力
（
身
体
に
対
す
る
不
法
な
攻
撃
で
あ
っ
て

生
命
又
は
身
体
に
危
害
を
及
ぼ
す
も
の
を
い
う
。
）
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
心
身
に
有
害
な
影
響
を
及
ぼ
す
言
動
を
い
い
、
配

偶
者
か
ら
の
身
体
に
対
す
る
暴
力
等
を
受
け
た
後
に
、
そ
の
者
が
離
婚
を
し
、
又
は
そ
の
婚
姻
が
取
り
消
さ
れ
た
場
合
に
あ

っ
て
は
、
当
該
配
偶
者
で
あ
っ
た
者
か
ら
引
き
続
き
受
け
る
身
体
に
対
す
る
暴
力
等
を
含
む
も
の
と
す
る
旨
が
規
定
さ
れ
て

い
る
。

二
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
、
具
体
的
事
情
が
明
ら
か
で
な
い
た
め
、
外
務
省
と
し
て
、
一
概
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

一
般
に
、
任
国
に
派
遣
さ
れ
る
特
命
全
権
大
使
は
、
当
該
任
国
に
お
い
て
派
遣
国
を
代
表
す
る
外
交
使
節
団
の
長
と
し
て

一



の
役
割
を
果
た
す
。

四
に
つ
い
て

外
務
省
の
職
員
が
御
指
摘
の
行
為
を
行
っ
た
こ
と
等
は
、
事
実
で
あ
る
。
外
務
省
は
、
任
国
に
お
け
る
司
法
手
続
が
終
了

し
た
後
、
直
ち
に
当
該
職
員
を
帰
国
さ
せ
る
と
と
も
に
、
減
給
処
分
を
行
っ
た
。
外
務
省
と
し
て
は
、
こ
の
処
分
に
関
す
る

当
時
の
判
断
は
、
妥
当
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
当
該
職
員
は
、
現
在
、
特
命
全
権
大
使
を
務
め
て
い
る
。

五
に
つ
い
て

外
務
省
の
職
員
が
御
指
摘
の
行
為
を
行
っ
た
こ
と
等
は
、
事
実
で
あ
る
。
当
該
職
員
に
対
し
て
、
戒
告
処
分
が
行
わ
れ
て

い
る
。
外
務
省
と
し
て
は
、
こ
の
処
分
に
関
す
る
当
時
の
判
断
は
、
妥
当
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
当
該
職
員
は
、
現
在
、
外

務
省
に
は
在
籍
し
て
い
な
い
。

二


